
（参考）
〇盛岡市新型コロナウイルス感染症対策本部設置の経緯

期日 内容 規程等

令和２年２月28日 市健康危機対策本部設置 市健康危機対策本部要綱

令和２年４月７日 市新型インフルエンザ等対策本部設置
緊急事態宣言の発出（新型イ
ンフルエンザ等特別措置法）

令和２年４月７日
市新型インフルエンザ等対策本部設置条例を改正し、
市新型コロナウイルス感染症対策本部と呼称

市長専決

令和２年５月25日
市新型コロナウイルス感染症対策本部廃止（市新型
インフルエンザ等対策本部）

緊急事態宣言の解除（新型イ
ンフルエンザ等特別措置法）

令和２年５月25日 市健康危機対策本部設置 市健康危機対策本部要綱

令和２年５月27日
市健康危機対策本部要綱を改正し、市新型コロナウ
イルス感染症対策本部と呼称

副市長決裁
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